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【改正内容】 
ＦＡＴＦ（金融活動作業部会）の特別勧告を踏まえて、 
以下の内容の政令改正を行った。 
●10万円を超える現金送金などを行う際に、 
金融機関に対し 、 送金人の本人確認等を義務付ける。 
●施行：平成19年 1月 4日 

その他当行の偽造・盗難キャッシュカード犯罪対策 

※送金人の預金口座から送金する場合には本人確認の必要はありません。 

ATMの場合 窓口の場合 

●本人確認書類をお持ち 
　ください 。 

本人確認手続きがお済みでない場合、 
お振込みできないことがあります。 
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10 万円を超える現金を振込み 
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○ATMにおける「1日あたりの取引限度額」を設定 
○お客さまへ向け「類推されやすい暗証番号に係る注意喚起」
　をポスターやホームページ、新聞広告にて実施 
○ＡＴＭにおける各種のぞき見防止対策を実施 
 （目隠し用「つい立て」の拡張、のぞき見防止フィルター、後
　方確認ミラー 等の設置） 
○取引明細票の管理強化（お客さまの任意打出し設定、廃棄
　用ゴミ箱の改良 等） 
○被害発生時の補償制度の制定 
○磁気ストライプ上の暗証番号情報の全廃（当行のキャッシュ
　カード上の磁気ストライプへは暗証番号情報は一切記録さ
　れていません） 
○ＡＴＭ稼働時間中全時間帯における盗難・紛失等の受付け
　（最長AM6:40～翌AM2:00）　　  ：0120-49-8689

今後実施予定の対策 
○ＡＴＭにおける「取引限度額変更」および「暗証番号変更」
　画面メニューを設定します。（2007年4月） 
○ＡＴＭ画面上において「類推されやすい暗証番号」ご利用
　のお客さまへ注意を促します。（2007年度中） 
○ＩＣキャッシュカード発行後「１日あたりの取引限度額」を再
　度引下げます（2007年上期中） 
○生体認証機能の検討を開始します。（2007年度） 

●ATMでは、10万円を超える
　現金のお振り込みができません。 
●キャッシュ 
　カードによる 
　お振り込みを 
　ご利用ください。 


